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次期最終処分場基本計画の策定について 
 

 

１．計画策定の趣旨 

ごみ処分場は現在、第６期の処分場（平成 29 年 5 月供用開始・埋立容量

160,000 ㎥）が供用中でありますが、恵庭市一般廃棄物処理基本計画に基づき、

令和１５年度で埋立完了する計画となっております。 

このことから、次期最終処分場の整備に向け、整備手法や整備時期について取り

まとめた「次期最終処分場基本計画（案）」を今年度策定することになっております。 

また、今年度実施した第６期処分場の残余容量測定の結果、想定よりも早い令和

13 年度に残余容量がなくなる可能性もあり、計画の策定にあたっては、次期処分

場の整備のほか、既存埋立処分場の嵩上げについても併せて検討しており、それぞ

れの整備手法の比較検討を行っております。 

 

 

２．最終処分場残余量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の概要 

  第７期最終処分場整備及び既存(第４期)最終処分場の嵩上げについて比較検討中。 

 

 

資料№10 
厚 生 消 防 常 任 委 員 会 所 管 事 務 報 告 資 料 
令和 8 年 3 月 12 日【生活環境部ゼロカーボン推進室廃棄物管理課】 
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第７期最終処分場整備 既存処分場(第4期)の嵩上げ

埋立面積 約20,000㎡ 約42,600㎡(現状通り)

埋立容積
約152,000㎥

(うち、廃棄物127,000㎥
覆土25,000㎥）

約145,000㎥
(うち、廃棄物115,000㎥

覆土30,000㎥）

想定埋立期間 15年 12.3年

想定工期
3年

(令和11年度～令和13年度）
1年

(令和11年度）

・浸出水調整池が必要 ・浸出水調整池が必要

・雨水調整池が必要

・第６期処分場が令和１３年度に埋
立満了となった場合、整備が間に
合わない可能性がある。

・第６期処分場が令和１３年度に
埋立満了となった場合でも整備
は間に合う。

整備手法の比較概要表

その他留意点


